
  お客さまには、個別にご案内いたします。

３．供給再開作業手数料の新設について（一般ガス供給約款　34条（2））

  　ガス料金のお支払いの遅延等によりガスの供給を停止した後、お客さまから供給再開のお申し出があった場合は、

　　供給再開作業手数料として３,３００円（消費税等相当額を含む）をご負担いただきます。

　　※2027年1月21日以降に発生する供給停止分より適用いたします。

　　　 ついては改定前料金を適用し、9月検針分（2026年9月1日以降に支払義務が発生する料金）より改定後料金を

　　　 適用いたします。

 （３） 改定額

　　 基本料金：一律 ＋２０９円/月(消費税等相当額含む）　基準単位料金：一律 ＋２．６５円/㎥(消費税等相当額含む）

４．契約手続きについて

  　改定内容にご同意いただける場合は、お客さまによる特段のお手続きは不要です。

  　なお、本改定内容にご同意いただけない場合は、ガス使用契約の解約をお申し出いただくことができます。

　　となりますので、弊社お問い合わせ窓口までご連絡ください。

　　 ・各種選択約款

　　　　　家庭用調理・温水・暖房契約、家庭用冬季暖房契約、家庭用コージェネレーション契約、家庭用空調契約

　  　　　小型空調契約、空調夏期契約、業務用ストア契約、小型蒸気ボイラ契約、大型店舗テナント契約

 （２） 適用開始時期

　　 2026年9月検針分ガス料金（2026年8月定例検針日の翌日）より

お  客  さ　ま　各　位

ガス料金及び各種手数料改定のお知らせ

犬山ガス株式会社

　日頃より、犬山ガスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

　弊社はこれまで、地域の皆さまの暮らしを支えるエネルギー事業者として、安全・安心な都市ガスを安定的にお届け
できるよう努めてまいりました。
しかしながら、昨今の急激な物価上昇や資機材価格の高騰に伴い、さまざまなコストが上昇し、原材料費等の負担も
大きく増加しております。当社におきましても、業務の効率化や経費削減に継続して取り組んでまいりましたが、企業
努力のみでは現行のガス料金を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、今後も地域の皆さまへ安全・安心な都市ガスを安定して供給し続けるため、2026年9月検針分よりガス
料金および各種手数料を改定いたします。
お客さまにはご負担をおかけすることとなり誠に恐縮ではございますが、今後とも地域に根ざしたガス会社として、保
安の確保と安定供給に努めるとともに、さらなるサービス向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解賜りますよう
お願い申し上げます。

１．ガス料金の改定について

 （１） 対象となるガス料金プラン

　　 ・一般ガス供給約款

　　 料金の新旧比較につきましては、裏面の料金改定表をご参照ください。なお、記載のない料金プランをご契約の

２．払込票発行手数料の改定について（一般ガス供給約款　18条（12））

　　発行手数料　２７５円（ 消費税等相当額含む ）　〔改定前 ： ２２０円（消費税等相当額含む）〕

　　※2026年9月1日以降に発行する払込票から適用いたします。

　　ガス料金のお支払いにつきましては、発行手数料のかからない口座振替またはクレジットカード払いをおすすめして

　　おります。なお、口座振替またはクレジットカード払いへの変更をご希望の場合は、お客さまによるお手続きが必要

　　 ※8月検針分（料金算定期間の末日が2026年8月1日から2026年8月31日までに支払義務が発生する料金）に



【家庭用調理・温水・暖房(乾燥)契約(暖々料金)】

(注) 基準単位料金の基準平均原料価格（トンあたり）は、83,350円になります。従量料金単価は原料費調整制度に基づき毎月調整いたします。

【家庭用コージェネレーションシステム契約】

(注) 基準単位料金の基準平均原料価格（トンあたり）は、83,350円になります。従量料金単価は原料費調整制度に基づき毎月調整いたします。

【家庭用冬季暖房契約】

(注) 基準単位料金の基準平均原料価格（トンあたり）は、83,350円になります。従量料金単価は原料費調整制度に基づき毎月調整いたします。

【家庭用空調契約】

(注) 基準単位料金の基準平均原料価格（トンあたり）は、83,350円になります。従量料金単価は原料費調整制度に基づき毎月調整いたします。

【小型空調契約】

(注) 基準単位料金の基準平均原料価格（トンあたり）は、83,350円になります。従量料金単価は原料費調整制度に基づき毎月調整いたします。

 お問合せ先 ： 〇 犬 山 ガ ス 株 式 会 社 犬山市大字犬山字中野2番地

　ガス小売事業者登録番号　E0007 TEL (0568) 61-0002 FAX (0568) 62-8708

〇 犬山ガスサービスセンター 犬山市天神町1丁目17番地（しろひがしマンション1F）

TEL (0568) 62-8500 FAX (0568) 62-8501

冬 期 （ 12 月 ～ 3 月 ま で ）
4,059.00円

136.32円
3,850.00円

133.67円

冬 期 を 除 く 期 間 （ 4 月 ～11 月ま で） 124.25円 121.60円

③業務用選択約款について
（税込）

料金表
改定後 現行

基本料金（円/月） 基準単位料金（円/m3） 基本料金（円/月） 基準単位料金（円/m3）

冬 期 （ 12 月 ～ 3 月 ま で ）
2,409.00円

147.36円
2,200.00円

144.71円

冬 期 を 除 く 期 間 （ 4 月 ～11 月ま で） 134.46円 131.81円

（税込）

料金表
改定後 現行

基本料金（円/月） 基準単位料金（円/m3） 基本料金（円/月） 基準単位料金（円/m3）

200.65円

B 45m3をこえる場合 3,773.81円 166.19円 3,564.81円 163.54円

月間ガスご使用量 基本料金（円/月） 基準単位料金（円/m3） 基本料金（円/月） 基準単位料金（円/m3）

A 0m3から45m3まで 2,103.44円 203.30円 1,894.44円

4,378.00円 117.21円

（税込）

料金表 改定後 現行

（税込）

料金表

改定後 現行

基本料金（円/月） 基準単位料金（円/m3） 基本料金（円/月） 基準単位料金（円/m3）

4,587.00円 119.86円

160.45円

B 60m3をこえる場合 4,902.29円 136.76円 4,693.29円 134.11円

月間ガスご使用量 基本料金（円/月） 基準単位料金（円/m3） 基本料金（円/月） 基準単位料金（円/m3）

A 0m3から60m3まで 3,322.00円 163.10円 3,113.00円

(注) 基準単位料金の基準平均原料価格（トンあたり）は、83,350円になります。従量料金単価は原料費調整制度に基づき毎月調整いたします。

②家庭用選択約款料金について
（税込）

料金表 改定後 現行

D 500m3をこえる場合 9,174.00円 186.36円 8,965.00円 183.71円

C 250m3をこえ500m3まで 3,509.00円 197.68円 3,300.00円 195.03円

B 25m3をこえ250m3まで 2,103.44円 203.30円 1,894.44円 200.65円

◎供給約款料金表 （税込）

A 0m3から25m3まで 997.70円 247.54円 788.70円 244.89円

料金表 改定後 現行

月間ガスご使用量 基本料金（円/月） 基準単位料金（円/m3） 基本料金（円/月） 基準単位料金（円/m3）

①一般ガス供給約款の改定について


